
国
際
海
陸
一
貫
運
送
コ
ン
テ
ナ
の
自
動
車
運
送
の
安
全
確
保
に
関
す
る
法
律
案
参
照
条
文

一

港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
1

二

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
1

三

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
1

四

港
湾
運
送
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
2

五

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
2

六

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
3

七

特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
二
十
八
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
3

八

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
4

九

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
4



- -1

○

港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
（
抄
）

（
港
及
び
そ
の
区
域
）

第
二
条

こ
の
法
律
を
適
用
す
る
港
及
び
そ
の
区
域
は
、
政
令
で
定
め
る
。

○

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
船
舶
運
航
事
業
」
と
は
、
海
上
に
お
い
て
船
舶
に
よ
り
人
又
は
物
の
運
送
を
す
る
事
業
で
港
湾
運
送
事
業
（
港
湾
運
送
事
業
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
に
規
定
す
る
港
湾
運
送
事
業
及
び
同
法
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
港
湾
以
外
の
港
湾
に
お
い
て
同
法
に
規
定
す
る
港

湾
運
送
事
業
に
相
当
す
る
事
業
を
営
む
事
業
を
い
う
。
）
以
外
の
も
の
を
い
い
、
こ
れ
を
定
期
航
路
事
業
と
不
定
期
航
路
事
業
と
に
分
け
る
。

３
～

（
略
）

11

○

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
港
湾
管
理
者
」
と
は
、
第
二
章
第
一
節
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
港
務
局
又
は
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
を
い
う
。

２
～

（
略
）

10
（
港
湾
計
画
）

第
三
条
の
三

重
要
港
湾
の
港
湾
管
理
者
は
、
港
湾
の
開
発
、
利
用
及
び
保
全
並
び
に
港
湾
に
隣
接
す
る
地
域
の
保
全
に
関
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
関
す
る
計
画

（
以
下
「
港
湾
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～

（
略
）

11
（
港
湾
運
営
会
社
の
指
定
）

第
四
十
三
条
の
十
一

（
略
）

２
～

（
略
）

11国
土
交
通
大
臣
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
は
、
第
一
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

12
当
該
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
港
湾
運
営
会
社
」
と
い
う
。
）
の
商
号
及
び
本
店
の
所
在
地
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・

（
略
）

13

14
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（
特
定
埠
頭
を
構
成
す
る
行
政
財
産
の
貸
付
け
）

第
五
十
四
条
の
三

（
略
）

２

港
湾
管
理
者
は
、
前
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
特
定
埠
頭
の
運
営
の
事
業
が
同
項
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

３
～

（
略
）

13

○

港
湾
運
送
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
港
湾
運
送
」
と
は
、
他
人
の
需
要
に
応
じ
て
行
う
行
為
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

（
略
）

二

港
湾
に
お
い
て
す
る
船
舶
へ
の
貨
物
の
積
込
又
は
船
舶
か
ら
の
貨
物
の
取
卸
（
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く
。
）

三

（
略
）

四

港
湾
に
お
い
て
す
る
、
船
舶
若
し
く
は
は
し
け
に
よ
り
運
送
さ
れ
た
貨
物
の
上
屋
そ
の
他
の
荷
さ
ば
き
場
（
水
面
貯
木
場
を
除
く
。
以
下
単
に
「
荷
さ
ば
き
場

」
と
い
う
。
）
へ
の
搬
入
、
船
舶
若
し
く
は
は
し
け
に
よ
り
運
送
さ
れ
る
べ
き
貨
物
の
荷
さ
ば
き
場
か
ら
の
搬
出
、
こ
れ
ら
の
貨
物
の
荷
さ
ば
き
場
に
お
け
る
荷

さ
ば
き
若
し
く
は
保
管
又
は
貨
物
の
船
舶
（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
総
ト
ン
数
未
満
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
は
し
け
か

ら
の
取
卸
し
若
し
く
は
船
舶
若
し
く
は
は
し
け
へ
の
積
込
み
（
貨
物
の
船
舶
か
ら
の
取
卸
し
又
は
船
舶
へ
の
積
込
み
に
あ
つ
て
は
、
当
該
船
舶
が
岸
壁
、
さ
ん
橋

又
は
物
揚
場
に
係
留
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
船
舶
の
揚
貨
装
置
を
使
用
し
な
い
で
行
な
う
場
合
に
限
る
。
）

五
～
八

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

こ
の
法
律
で
「
港
湾
」
と
は
、
政
令
で
指
定
す
る
港
湾
（
そ
の
水
域
は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）

に
基
づ
く
港
の
区
域
を
い
う
。
）
を
い
う
。

（
事
業
の
種
類
）

第
三
条

港
湾
運
送
事
業
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

一
般
港
湾
運
送
事
業
（
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
事
業
）

二

港
湾
荷
役
事
業
（
前
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
事
業
）

三
～
七

（
略
）

○

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
（
抄
）

（
定
義
）
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第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
で
「
自
動
車
」
と
は
、
原
動
機
に
よ
り
陸
上
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
製
作
し
た
用
具
で
軌
条
若
し
く
は
架
線
を
用
い
な
い
も
の
又
は
こ
れ

に
よ
り
牽
け
ん
引
し
て
陸
上
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
製
作
し
た
用
具
で
あ
つ
て
、
次
項
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
以
外
の
も
の
を
い
う
。

３
～
９

（
略
）

○

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
（
抄
）

（
道
路
の
区
域
の
決
定
及
び
供
用
の
開
始
等
）

第
十
八
条

第
十
二
条
、
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
又
は
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
道
路
を
管
理
す
る
者

（
指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣
、
指
定
区
間
外
の
国
道
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
。
以
下
「
道
路
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
路
線
が
指
定
さ
れ
、

又
は
路
線
の
認
定
若
し
く
は
変
更
が
公
示
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
道
路
の
区
域
を
決
定
し
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ

を
公
示
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
を
関
係
地
方
整
備
局
若
し
く
は
北
海
道
開
発
局
又
は
関
係
都
道
府
県
若
し
く
は
市
町
村
の
事
務
所
（
以
下
「
道
路
管
理

者
の
事
務
所
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

（
略
）

○

特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
二
十
八
号
）
（
抄
）

（
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
を
行
う
者
の
指
定
）

第
三
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
の
要
件
を
備
え
る
法
人
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
東
京
港
、
横
浜
港
、
大
阪
港
又
は
神
戸
港
ご
と
に
、
そ
の
特
定
外
貿
埠

頭
の
管
理
運
営
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

二

申
請
者
が
次
の
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い
て
適
正
か
つ
確
実
な
計
画
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ

外
貿
埠
頭
の
施
設
の
う
ち
、
前
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
岸
壁
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
施
設
（
以
下
「
岸
壁
等
」
と
い
う
。
）
を
有
償
で
貸
し

付
け
る
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

三
～
五

（
略
）

２

（
略
）

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
会
社
」
と
い
う
。
）
の
商
号
及
び
本
店
の
所
在
地
を
官
報
で
公
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
・
５

（
略
）
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○

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
実
運
送
」
と
は
、
船
舶
運
航
事
業
者
、
航
空
運
送
事
業
者
、
鉄
道
運
送
事
業
者
又
は
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
（
以
下
「
実
運
送
事

業
者
」
と
い
う
。
）
の
行
う
貨
物
の
運
送
を
い
い
、
「
利
用
運
送
」
と
は
、
運
送
事
業
者
の
行
う
運
送
（
実
運
送
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
利
用
し
て
す
る
貨
物

の
運
送
を
い
う
。

２
～
５

（
略
）

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
貨
物
利
用
運
送
事
業
」
と
は
、
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
及
び
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
い
う
。

７

（
略
）

８

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
」
と
は
、
他
人
の
需
要
に
応
じ
、
有
償
で
、
船
舶
運
航
事
業
者
、
航
空
運
送
事
業
者
又
は
鉄
道
運
送
事
業
者

の
行
う
運
送
に
係
る
利
用
運
送
と
当
該
利
用
運
送
に
先
行
し
及
び
後
続
す
る
当
該
利
用
運
送
に
係
る
貨
物
の
集
貨
及
び
配
達
の
た
め
に
す
る
自
動
車
（
道
路
運
送
車

両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
の
自
動
車
（
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
自
動
車
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

よ
る
運
送
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
の
行
う
運
送
に
係
る
利
用
運
送
を
含
む
。
以
下
「
貨
物
の
集
配
」
と
い
う
。
）
と
を
一
貫
し
て
行
う
事
業
を
い
う
。

（
事
業
の
停
止
及
び
許
可
の
取
消
し
）

第
三
十
三
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
三
月
以
内
（
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
六
月
以
内
）
に
お
い
て
期
間
を
定
め
て
事
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
、
又
は
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

三

貨
物
の
集
配
を
自
動
車
を
使
用
し
て
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
三
十
三
条
（
同
法
第
三
十
五
条
第
六
項
及
び
第
三
十
七
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
貨
物
の
集
配
に
係
る
事
業
の
停
止
、
当
該
事
業
に
係
る
許
可
の
取
消
し
そ
の
他
の
処
分
を
受
け

た
と
き
。

○

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
」
と
は
、
他
人
の
需
要
に
応
じ
、
有
償
で
、
自
動
車
（
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
自
動
車
を
除
く
。

次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
貨
物
を
運
送
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
以
外
の
も
の
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
」
と
は
、
特
定
の
者
の
需
要
に
応
じ
、
有
償
で
、
自
動
車
を
使
用
し
て
貨
物
を
運
送
す
る
事
業
を
い
う
。

４
～
７

（
略
）

（
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
）

第
三
条

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
十
四
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
用
自
動
車
の
使
用
の
停
止
又
は
事
業
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
当
該
事
業
用
自
動
車
の
道
路
運
送
車

両
法
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
を
国
土
交
通
大
臣
に
返
納
し
、
又
は
当
該
事
業
用
自
動
車
の
同
法
に
よ
る
自
動
車
登
録
番
号
標
及
び
そ
の
封
印
を
取
り
外
し
た
上
、
そ

の
自
動
車
登
録
番
号
標
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
領
置
を
受
け
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
用
自
動
車
の
使
用
の
停
止
又
は
事
業
の
停
止
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
返
納
を
受
け
た

自
動
車
検
査
証
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
領
置
し
た
自
動
車
登
録
番
号
標
を
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
登
録
番
号
標
（
次
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
返
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
自
動
車
登
録
番
号
標
を
当
該
自

動
車
に
取
り
付
け
、
国
土
交
通
大
臣
の
封
印
の
取
付
け
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
自
動
車
で
あ
っ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
十
六
条
第
一
項
の
申
請
（
同
法
第
十
五
条
の
二
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
申
請
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
基
づ
き
一
時
抹
消
登
録
を
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
用
自
動
車
の
使

用
の
停
止
又
は
事
業
の
停
止
の
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
は
、
同
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
本
文
の
登
録
識
別
情
報
を
通
知
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
に
関
す
る
特
則
）

第
三
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

３

第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
八
条
、
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
二
条
の
二
か
ら
第
二
十
四
条
の
三
ま

で
、
第
三
十
三
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
六
十
条
第
一
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
条
又
は
第

三
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
る
貨
物
の
集
配
に
係
る
前
項
に
規
定
す
る
者
（
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
許
可
を
受
け
た
後
第
三
条
又
は

第
三
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
当
該
貨
物
の
集
配
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
十
九
条
に
お
い
て
「
特
定
第
二
種
貨
物
利
用

運
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
第
十
七
条
第
四
項
及
び
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
特
定
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者

及
び
従
業
員
に
つ
い
て
、
同
条
第
一
項
の
規
定
は
特
定
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
選
任
し
た
運
行
管
理
者
に
つ
い
て
、
第
二
十
九
条
の
規
定
は
特
定
第
二
種

貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
行
う
貨
物
の
集
配
に
係
る
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
、
第
三
十
四
条
の
規
定
は
特
定
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
事
業

用
自
動
車
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
三
条
中
「
当
該
事
業
の
た
め
の
使
用
の
停
止
若
し
く
は
事
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命

じ
、
又
は
第
三
条
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
事
業
の
た
め
の
使
用
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
地
方
貨
物
自
動
車
運
送
適
正
化
事
業
実
施
機
関
の
指
定
等
）

第
三
十
八
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
に
関
す
る
秩
序
の
確
立
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
っ
て
、
次
条

に
規
定
す
る
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
運
輸
監
理
部
及
び
運
輸
支
局
の
管
轄
区
域
を
勘
案
し
て

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
区
域
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
区
域
」
と
い
う
。
）
に
一
を
限
っ
て
、
地
方
貨
物
自
動
車
運
送
適
正
化
事
業
実
施
機
関
（
以
下
「

地
方
実
施
機
関
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

（
事
業
）



- -6

第
三
十
九
条

地
方
実
施
機
関
は
、
そ
の
区
域
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
業
（
以
下
「
地
方
適
正
化
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

輸
送
の
安
全
を
阻
害
す
る
行
為
の
防
止
そ
の
他
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
遵
守
に
関
し
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
、
特
定
貨
物
自
動
車

運
送
事
業
者
及
び
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
（
以
下
「
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
指
導
を
行
う
こ
と
。

二

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
（
特
定
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
を
含
む
。
）
以
外
の
者
の
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
行
為
の
防
止
を
図
る
た
め
の

啓
発
活
動
を
行
う
こ
と
。

三

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
貨
物
自
動
車
運
送
に
関
す
る
秩
序
の
確
立
に
資
す
る
た
め
の
啓
発
活
動
及
び
広
報
活
動
を
行
う
こ
と
。

四

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
関
す
る
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
又
は
荷
主
か
ら
の
苦
情
を
処
理
す
る
こ
と
。

五

輸
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
行
う
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
へ
の
通
知
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
こ
の
法
律
及
び
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
の
施
行
の
た
め
に
す
る
措
置
に
対
し
て
協
力
す
る
こ
と
。


